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※本事業は令和 8年度当初予算案として要求中のものであり、予算成立後速やかに 

事業開始できるようにするため、成立前に公募するものです。受注者の決定や予

算の執行は令和 8年度予算の成立が前提となりますので予め御了承ください。 

 

令和８年度青森県青少年健全育成条例改正周知・啓発チラシ作成等業務 

企画提案公募実施要領 

 

１ 趣旨 

  令和 7 年度中に改正が行われ、令和 8 年 7 月 1 日に施行される予定の青森県青少年健全

育成条例の改正内容（淫行等の勧誘等及び自画撮り要求行為の規制）を周知するため、青

少年（主に中高生を想定）向け制度周知・啓発のためのチラシの作成及び配布を行うこと

とし、これらに係る業務について企画提案を公募するものである。 

 

２ 委託業務名 

  令和８年度青森県青少年健全育成条例改正周知・啓発チラシ作成等業務 

 

３ 業務内容 

「令和８年度青森県青少年健全育成条例改正周知・啓発チラシ作成等業務仕様書

（案）」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

なお、最終的な業務内容は、本企画提案の最優秀提案者との協議により決定する。 

 

４ 委託金額上限額 

  １，９８２，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 業務委託期間 

  契約締結日から令和８年７月１５日（水）まで 

 

６ 受注者決定までのスケジュール（予定） 

（１）募集の開始    ：令和８年３月 ３日（火） 

（２）質問書の提出   ：令和８年３月１０日（火）１７時 

（３）質問書への回答  ：令和８年３月１３日（金）まで 

（４）参加表明書の提出 ：令和８年３月１６日（月）１７時 

（５）企画提案書の提出 ：令和８年３月１９日（木）１７時 

（６）審査結果の通知  ：令和８年３月下旬 

（７）契約締結     ：令和８年４月上旬 
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７ 応募資格要件 

企画提案を提出する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）日本国内に本店、支店または営業所等といった拠点を有すること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、本県に

おける一般競争入札に参加できない者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続又は民事再生法（平成 

１１年法律第２２５号）による再生手続を行っていないこと。 

（４）国又は地方公共団体との契約に関して指名停止処分を受けていないこと。 

（５）暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員の統制の下にある者ではない

こと。 

（６）法人税、消費税及び地方消費税等の滞納がないこと。 

 

８ 質問の受付 

  本事業に関し質問がある場合は、次に定めるところにより受け付ける。 

（１）提出様式 

様式１のとおり 

（２）受付期限 

令和８年３月１０日（火）１７時（必着） 

（３）提出先及び提出方法 

「１４ 問合せ・企画提案書等提出先」へ、電子メール又は郵送により提出するこ

と。 

（４）質問への回答方法 

質問書を提出した者にメールで令和８年３月１３日（金）までに回答する。また、県

庁ウェブサイト本企画提案公募ページにも当該内容を掲載する。 

 

９ 参加表明書の提出 

  本事業に参加する意思がある者は、下記（１）のとおり参加表明書を作成し、提出する

こと。 

ただし、青森県の「役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿」に登載さ

れていない者は、下記（２）の添付書類も提出すること。 

（１）提出様式 

様式２のとおり 

（２）添付書類 

  ①法人等の概要、組織図、役員名簿 
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②定款又はこれに代わるもの（規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を定めた書

類等）の写し 

③直近の事業報告書及び収支決算（見込）書 

（３）提出期限 

令和８年３月１６日（月）１７時（必着） 

（４）提出先及び提出方法 

「１４ 問合せ・企画提案書等提出先」へ、電子メール又は郵送により提出するこ 

と。 

 

１０ 企画提案書等の提出 

  次のとおり企画提案書を作成し、提出するものとする。ただし、Ａ４サイズ（Ａ３サイ

ズのページはＡ４サイズに折り込むこと）、片面・カラー印刷を基本とし、本委託業務

名、企画提案者名、担当者を明記した表紙を付けること。なお、期限を過ぎての提出は認

めない。 

（１）提出書類 

  ①企画提案書 

  ②経費見積書 

  ③提案者の概要が分かる資料（会社案内等） 

  ④類似の業務実績がある場合はその業務実績を証明するもの（契約書の写し等） 

（２）企画提案書の内容 

①業務全体の事業計画 

   「仕様書」に基づいて必要な事項を記載するほか、期待できる効果について記載する

こと。 

②業務実施体制 

③業務実施スケジュール 

④その他企画提案を説明するのに必要な書類 

（３）提出部数 

   ６部（正本１部、副本５部） 

（４）提出期限 

令和８年３月１９日（木）１７時（必着） 

（５）提出先及び提出方法 

「１４ 問合せ・企画提案書等提出先」へ、持参又は郵送により提出すること。 

（６）留意事項 

①企画は１者１案とする。 

②提出された企画提案書は返却しない。 
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  ③採用された企画案を原案とするが、協議の上、一部を変更することができるものとす

る。 

④企画提案書の作成及び提出等に要した経費は、すべて提案者の負担とする。 

 

 

１１ 審査方法及び結果通知 

  審査は提出期限後、「１２ 審査基準」により、書面で行う。 

なお、企画提案書の内容について、適宜、補足説明を求める場合がある。 

企画提案書の審査結果については、書面審査終了後、速やかに文書で通知する。なお、

審査に関する質問等は受け付けない。 

 

１２ 審査基準 

  審査基準は以下のとおりとする。 

審査項目 審査の視点 

企画提案内容 

業務の目的を理解した提案となっているか。 

仕様書を満たした内容となっているか。 

効果が期待できるものとなっているか。あるいは、その効果を増大さ

せるような独自の提案がなされているか。 

スケジュール 業務の円滑な執行が期待でき、実施可能な作業スケジュールか。 

実施体制 委託業務内容に対応できる実施体制となっているか。 

経費 経費見積が適正で、提案内容に対して極端に不自然な点はないか。 

業務実績 類似の業務実績を有しているか。 

 

１３ 契約 

  委託候補者として選定された者と事業の細目について協議の上、改めて見積書の提出を

受けて委託契約を締結する。 

 

１４ 問合せ・企画提案書等提出先 

  青森県 こども家庭部 県民活躍推進課 青少年グループ 千代谷（チヨヤ） 

  住所：〒030-8570 青森市長島１－１－１ 

  電話：017-734-9226（直通） Fax：017-734-8050 

メール：katsuyaku@pref.aomori.lg.jp 


